
経済安全保障とサプライチェーンの強靱化第２節

　米中対立の激化やロシアによるウクライナ侵略と
いった地政学的リスクや新型コロナウイルス感染症の
ような健康リスクの高まりにより、世界の不確実性が
増大する中、経済安全保障推進の重要性が高まってい
る。安全保障の対象範囲が経済・技術分野に急速に拡
大し、国家間の競争が激化する中で、企業にとって、
地政学リスクや政府の経済安全保障政策の動向を踏ま

えて、突然の状況変化やルール変更に迅速かつ柔軟に
対応できるように、サプライチェーンのレジリエンス
を検討することが重要となっている。ロシアによるウ
クライナ侵略によるサプライチェーンへの影響は、第
Ⅰ部第 1 章第 1 節で見たところ、ここでは、米中対立
による影響を含めて、それ以外の動きを検討する。

　中国は、改革開放以来、40 年以上にわたって高い
経済成長率を維持し、経済面で大国へ躍進したほか、
科学技術分野でも世界を牽引する存在となるなど、中
国の台頭が顕著となってきている。もっとも、急速に
発展した中国のテクノロジーが、軍民融合発展戦略の
下で効率的かつ非対称的に軍事能力を高めていること
とあいまって、技術覇権を巡る米中対立へとつながり、
米国バイデン政権においても引き続き政治的な緊張感
が増している状況にある。
　ここでは、中国の経済・科学技術に関する各種指標
や投資動向から、米中対立の経済面での背景を概観す
る。

（1）中国の経済成長と科学技術分野の発展
　日本、米国及び中国の名目 GDP の推移を見ると、
中国は 2010 年に日本を抜いて世界第 2 位の経済大国
へと成長し、さらに首位を堅持する米国に迫る勢いに
ある。日本経済研究センターの試算 38 によると、中
国の名目 GDP は、2033 年に米国の水準を上回る 39 と
予測されている（第Ⅱ-1-2-1 図）。
　中国は、科学技術分野においても国際的な存在感が
増している。イノベーション創出の源泉となる研究開
発費総額の推移を見ると、日本の研究開発費はこの
20 年間、ほぼ同水準で推移している一方、米国、中
国はともに年率 3.1%、年率 14.2% と大きく増加して

おり、中国は米国に迫る勢いとなっている（第Ⅱ-1-
2-2 図）。研究開発費を対名目 GDP 比で見ると、2%
後半から 3% 前半の間の水準で推移している日本や米
国と比べ、中国の水準は依然低いものの、年率 5.1%
で上昇している。中国の研究開発費のうち、産業別で
は、コンピュータ・通信・その他電子機器製造業、電
気機械・装置製造業、自動車製造業に対する研究開発
費が多くなっている 40。
　技術力の指標となる国際特許出願件数について、世
界 知 的 所 有 権 機 関（World Intellectual Property 
Organization、以下 WIPO）の統計を見ると、日本や
米国はそれぞれ年率 8.2％、2.7％で増加しているもの
の、中国は、日米を大きく上回る年率 23.8% 増加し、

1．中国の台頭と主要国・地域との経済的結びつき

資料：IMF WEO, April 2022、予測は 日本経済研究センターから作成。
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第Ⅱ-1-2-1図　日米中の名目GDPの推移

38	 公益社団法人日本経済研究センター（2021）「2033 年、中国が世界最大の経済大国に」、2021 年 12 月
39	 その後、中国は人口減少が成長を下押し、米国は人口や生産性を維持することから 2050 年には米国は中国を再び上回ると予測してい 

る。
40	 中国国家統計局（2021）「2020 年全国科経費投入統計公報」、2021 年 9 月

274 2022 White Paper on International Economy and Trade

第１章 共通価値を反映したレジリエントなグローバルバリューチェーン



2019 年には出願件数で世界トップとなった（第Ⅱ-1-
2-3 図）。中国の国際特許出願件数を科学技術の分野
別で見ると、コンピュータ技術の出願件数が 2000 年
からの 21 年間で約 650 倍の 1 万件超（全出願件数の
16％）に急増しているほか、デジタル通信、音響・映

像技術など各分野の大幅な増加が見られる（第Ⅱ-1-
2-4 図）。
　経済協力開発機構（OECD）の統計によると、情報通
信技術（Information and Communication Technology、
以 下 ICT）と 人 口 知 能（Artificial Intelligence、以 下
AI）関連技術においても中国の出願件数は増加して
おり、ICT においては 2017 年に中国は米国を追い抜
いたほか、AI 関連技術においても、中国は大幅に増
加し、日本・米国の水準に迫る勢いにあるなど、中国
がイノベーションのための研究に積極的に取り組んで
いる様子が見てとれる（第Ⅱ-1-2-5 図）。
　また、科学研究活動の成果である論文について、「量」
を示す総論文数（整数カウント法）41 を見ても、中国
は他の主要国に比べて急激に増加しており、2006 年
に日本とフランスを抜いて第 4 位、2006 年に英国と
ドイツを抜いて第 2 位となり、2018 年には米国を抜
いて世界第 1 位となっている。さらに、論文の「質」

第Ⅱ-1-2-2 図　日米中の研究開発費の推移

資料：OECD から作成。
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第Ⅱ-1-2-3図　日米中の国際特許出願件数の推移

第Ⅱ-1-2-4 図　中国の科学技術分野別の国際特許出願件数の推移と全体に占める割合

資料：WIPO から作成。
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41	 文部科学省（2021）「科学技術・学術政策研究所、科学研究のベンチマーキング 2021」
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を示すトップ 10％・トップ 1％の補正論文数 42 でも、
中国は急増しており、トップ 10％補正論文では、
2006 年に日本を抜き、2019 年に米国を抜き世界第 1
位に、トップ 1％補正論文では、2006 年に日本を抜き、
2013 年に英国を抜いて世界第 2 位となるなど、量、
質ともに中国の科学研究活動での成果が著しい（第Ⅱ
-1-2-6 図）。

（2）中国の対外直接投資の動向
　ここでは、中国の対外直接投資動向から、中国と世
界の経済的な結びつきを見ていく。2000 年以前の中
国は、対内直接投資を受け入れ、海外資本を取り込む
ことで経済成長につなげる投資受入国であったが、
2000 年以降は、海外資源の獲得、産業競争力強化な
どのため、積極的に対外直接投資を進めている。
　世界各国の対外直接投資額の推移（第Ⅱ-1-2-7 図）
をストックで見ると、中国は 2010 年代から他国を上
回る勢いで急増し、2020 年にはオランダに次ぐ第 3

位となった。2015 年には中国人民元が切り下げられ、
通貨安や外貨準備高の減少により中国政府が対外直接
投資を制限したことから、フローでは、2016 年をピー
クに中国の対外直接投資は減少傾向にある。2020 年
に新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済が
大きな打撃を受けて落ち込む中、中国経済がいち早く
回復したこともあり、2020 年の中国の対外直接投資
額は前年とほぼ同水準に維持された（第Ⅱ-1-2-8 図）。
これにより、1990 年代中盤以降引揚げ超過時を除き
首位を保っていた米国を抜いて、中国は世界第 1 位と
なった 43。
　投資相手先を見ると、香港やケイマン諸島、バージ
ン諸島といった税負担の軽い地域が上位を占めてお
り、これらの地域から他国に再投資していると見られ
る（第Ⅱ-1-2-9 図）。
　続いて、米国、欧州、アジア、日本に対する中国の
対外直接投資動向を見ていく。中国による米国向けの
対外直接投資額は、2020 年にストックベースで 800

第Ⅱ-1-2-6 図　主要国の論文数の推移（整数カウント法）

第Ⅱ-1-2-5 図　日米中の特許出願件数の推移（ICT と AI 関連技術）

備考：パテントファミリーの件数。
資料：OECD から作成。
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42	 トップ 10％・トップ 1％補正論文数は、他の論文に引用される回数が多く、質で評価されていることを示す指標であり、被引用数が各分
野で上位 10％・1％に入る論文を抽出後、実数で論文数が全体の 10％、1％になるように調整した論文数。

43	 UNCTAD（2021）、真家陽一（2021）
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億ドルとなっており（第Ⅱ-1-2-10 図）、2010 年から
の 10 年間で約 15 倍に増加している。2018 年には、
米国が対内直接投資を審査する対米外国投資委員会
（The Committee on Foreign Investment in the 
United States、CFIUS）の審査権限を強化したこと

なども影響して、中国の対米直接投資額は、2019 年
のフローで前年比－ 49％と一時的に減少したものの、
2020 年はコロナ禍にも関わらず同＋ 58％と、一転増
加に転じている。ストックの増加幅は、2019 年から
縮小しているものの、引き続き増加基調にある。
　中国による米国向けの対外直接投資を業種別で見る
と、不動産やリース・商業サービス等で減少したもの
の、情報通信・ソフトウェア・情報技術サービス業等
は堅調に増加を続けており、直接投資の観点からは、
米中対立による影響は限定的であったと見られる。（第
Ⅱ-1-2-11 図）。
　中国による欧州向けの対外直接投資額は、2020 年
にストックで 1,224 億ドルとなっており、2010 年から
10 年間で約 8 倍に増加している。足下では依然、増
加傾向にあるものの、EU や加盟国における対内直接
投資審査制度の整備や強化の動き等を背景に、2018
年頃から増加の勢いが弱まっている（第Ⅱ-1-2-12 図）。
　中国による EU 向けの対外直接投資を業種別で見る
と、2020 年は金融業、リース・商業サービス製造業、

第Ⅱ-1-2-8図　
中国の対外直接投資額の推移（対世界）

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。
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第Ⅱ-1-2-10図　
中国の対外直接投資額の推移（対米国）

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。
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第Ⅱ-1-2-7 図　世界各国の対外直接投資額の推移

資料：UNCTAD から作成。
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第Ⅱ-1-2-9表　中国の対外直接投資（相手国・地域別）

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。

国・地域名 2018 年
（億ドル）

2019 年 
（億ドル）

2020 年 
（億ドル）

2020 年 
構成比

1 香港 11,004 12,754 14,385 56%
2 ケイマン諸島 2,592 2,761 4,570 18%
3 バージン諸島 1,305 1,419 1,556 6%
4 米国 755 778 800 3%
5 シンガポール 501 526 599 2%
6 豪州 384 381 344 1%
7 オランダ 194 239 260 1%
8 インドネシア 128 151 179 1%
9 英国 199 171 176 1%
- その他 2,761 2,809 2,935 11%
- 合計 19,823 21,989 25,807 100%
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製造業で大きく減少したものの、情報通信分野では増
加基調となっている。（第Ⅱ-1-2-13 図）。
　中国によるアジア向けの対外直接投資額は、2020
年にストックで 1.6 兆ドルと、中国の一帯一路構想の
推進などを背景に安定して増加しており、2010 年か
らの 10 年間で約 6 倍となった。（第Ⅱ-1-2-14 図）。
　投資相手国・地域を見る（第Ⅱ-1-2-15 図）と、前
述したとおり、香港向けが約半分を占め、シンガポー
ルも上位であるが、その他のアジアの国ではインドネ
シア、マカオ、マレーシア、ラオス等の増加が大きい。
　なお、中国による日本向けの対外直接投資額は、
2020 年にストックで 42 億ドルとなり、2010 年からの
10 年間で約 4 倍程度増加しているものの、米国や欧

第Ⅱ-1-2-11 図　中国の対外直接投資額の業種別の推移と内訳（対米国）

第Ⅱ-1-2-12図　
中国の対外直接投資額の推移（対欧州）

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。

（億ドル） （億ドル）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

20

40
60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ストック（右軸） フロー

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

（億ドル）

0

200

400

600

800

1,000

その他
文化・スポーツ・娯楽
教育
環境保全
リース・商業サービス
金融
卸小売
運輸
電気・ガス・水道
鉱業

公務
ヘルスケア
対個人サービス
研究開発・技術サービス
不動産
宿泊・飲食
情報通信・ソフトウェア・情報技術サービス
建設
製造業
農業

全産業

2018 2019 2020
金額

( 百万ドル )
金額

( 百万ドル )
金額

( 百万ドル )
構成比
（％）

全産業 75,507 77,797 80,048 100.0
農業 357 308 387 0.5
鉱業 5,468 5,738 5,352 6.7
製造業 17,769 19,286 23,418 29.3
電気・ガス・水道 536 498 551 0.7
建設 1,772 1,915 2,037 2.5
運輸 592 569 845 1.1
情報通信・ソフトウェア・
情報技術サービス 6,737 7,599 9,308 11.6

卸小売 6,013 5,901 6,755 8.4
宿泊・飲食 1,035 1,027 953 1.2
金融 11,221 11,918 11,679 14.6
不動産 4,184 3,757 3,373 4.2
リース・商業サービス 9,997 9,405 7,679 9.6
研究開発・技術サービス 3,196 3,367 3,429 4.3
環境保全 0.0
対個人サービス 493 479 444 0.6
教育 0.0
ヘルスケア 0.0
文化・スポーツ・娯楽 5,711 5,621 3,356 4.2
その他 427 411 480 0.6

業種別の内訳業種別の推移

第Ⅱ-1-2-13 図　中国の対外直接投資額の業種別の推移と内訳（対 EU）
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州など、他の国・地域に比べると小幅な増加にとどまっ
ている（第Ⅱ-1-2-16 図）。

（3）米国の対中国直接投資の動向
　一方、米国の対外直接投資動向を見ると、対世界直
接投資残高は 2018 年及び 2019 年は大幅な引揚げ超に
より一時的に減少した 44 ものの、増加基調にある。
米国の 2020 年の対外直接投資残高 6.2 兆ドルのうち、
地 域 別 の 構 成 は、 対 欧 州 が 3.6 兆 ド ル（全 体 の
59％）、対アジアが 9,696 億ドル（全体の 16％）となっ
ているのに対して、対中国は 1,239 億ドル（全体の 2％）
とその割合は小さい（第Ⅱ-1-2-17 図）。
　米国による中国向けの対外直接投資額の推移を見る
と、2011 年及び 2012 年は引揚げ超となったものの、
2013 年以降増加を続けており、世界全体に対する対
外直接投資額が激減した 2018 年及び 2019 年において
も中国向けは増加している（第Ⅱ-1-2-18 図）。
　米国による中国向けの対外直接投資残高を業種別で
推移を見ると、情報分野が 2019 年、2020 年と僅かに

第Ⅱ-1-2-14図　
中国の対外直接投資額の推移（対アジア）

備考： 中国からの対外直接投資相手国・地域上位の香港、シンガポールを
含む。

資料：中国国家統計局、CEIC から作成。
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第Ⅱ-1-2-15図　
中国の対外直接投資残高の推移（対アジア主要国・地域）

備考：香港、シンガポールを除く。
資料：CEIC から作成。
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第Ⅱ-1-2-16図　
中国の対外直接投資額の推移（対日本）

資料：CEIC から作成。
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第Ⅱ-1-2-17 図　米国の対外直接投資（対世界）

資料：米国商務省経済分析局（以下、BEA）から作成。 資料：CEIC から作成。

（億ドル） （兆ドル）

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ストック（右軸） フロー

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

欧州
59%

中南米
4%

その他
21%

アジア16%　
（うち中国2％）

推移 相手国内訳

44	 米国への投資を促す目的で、米国企業が海外で得た利益を米国へ還流させる際の税負担を軽減させる税制改革が 2018 年に行われたことが
背景。
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減少傾向にあり、コンピュータ・電子部品分野や輸送
機器分野では 2019 年に小幅減少したものの 2020 年に
は増加に転じている。一方、卸売業、化学分野等では
堅調に増加しており、対外直接投資の面からは米中対

立による影響は確認できない。

（4）主要国・地域の対中貿易と対中依存の動向
　中国は、部品・汎用品の製造や組立工程において、
低いコストで労働集約的作業を行うことができる生産
拠点として集中度が高まり、世界の工場としての役割
を果たしてきた。もっとも、生産拠点が集中している
と、災害や緊急事態が発生した場合に、サプライチェー
ンが途絶し、生産工程全体へと影響が拡大する懸念が
ある。ここからは、米国、欧州及び日本がサプライ
チェーンにおける中国への依存度を高めていく過程を
貿易額の推移から見ていく。
　米国の対中貿易については、1979 年に米国と中国
との国交が樹立して以降、両国間の貿易額は年々増加
し、2009 年には米国にとって中国が最大の輸入相手
国となり、2021 年の輸入総額に占める中国のシェア
は 18％となった（第Ⅱ-1-2-20 図）。輸出では、カナ
ダ（輸出総額の 18％）、メキシコ（輸出総額の 16％）
に次ぐ輸出相手国であるものの、対中輸入額が対中輸
出額を大きく上回っており、米国の対中貿易赤字額は
高い水準で推移している。その背景として、中国企業
の海外進出や鉄鋼等の過剰生産問題等により中国の対
米輸出が増加した一方、閉鎖的な中国市場や商習慣、
知的財産権の侵害、技術移転の強要等により米国の対
中輸出が停滞したと米国側から指摘されている 45。ト
ランプ前大統領の対中強行姿勢により、2018 年以降
米中対立が本格化し、2021 年に就任したバイデン大
統領も、中国との経済・科学技術における対立基調を
維持しているものの、2021 年は財を中心とする米国
の個人消費の回復により電子機器やプラスチック製品

第Ⅱ-1-2-19図　
米国の中国に対する対外直接投資の推移（業種別）

備考：ストックベース
資料：BEA から作成。
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資料：CEIC から作成。
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第Ⅱ-1-2-20 図　米国の貿易相手国の割合と貿易総額の推移

資料：Global Trade Atlas から作成。

（兆ドル）

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ドイツ

カナダ
メキシコ

中国

世界全体
(右軸 )
世界全体
(右軸 )

（兆ドル）

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

0.0
0.2

0.4

0.6

0.8
1.0
1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

日本

中国

メキシコ
カナダ

世界全体
(右軸 )
世界全体
(右軸 )

輸入 輸出

45	 通商白書 2018

280 2022 White Paper on International Economy and Trade

第１章 共通価値を反映したレジリエントなグローバルバリューチェーン



の輸入が増加するとともに、天然ガスの輸出が増加し
たことを背景に米国の対中輸出入額は過去最大となっ
た。
　EU の対中貿易も増加基調にある。中国は 2005 年
に米国を抜いて最大の輸入相手国となった（第Ⅱ-1-
2-21 図）。2021 年の EU の輸入総額のうち中国の占め
る割合は 22％となっており、2002 年から 19 年間で対
中輸入額は 7.4 倍に増加した。輸出については、輸入
より規模は小さいものの、中国は 2010 年にスイスを
抜いて、米国（輸出総額の 17％）に次ぐ EU の輸出
相手国となっている。2021 年の EU の輸出総額のう
ち中国の占める割合は 10％で、2002 年から 19 年間で
対中輸出額は 8.5 倍に増加した。
　EU の輸出入ともに中国のシェアが高まっているも
のの、EU では価値観を共有しない中国による経済面
での影響力の高まりに対して警戒感が増大している。
　日本の対中貿易も増加基調となっている。中国は日
本にとって最大の輸入相手国の地位を維持しており、

2021 年の日本の輸入総額のうち中国の占める割合は
24％となっている（第Ⅱ-1-2-22 図）。2002 年からの
19 年間で、対中輸入額は 3.0 倍に増加している。輸出
については、米国の割合が低下した一方、中国の割合
が上昇したことから、中国が 2009 年に米国を抜いて
首位となった。その後、中国と米国で首位と第 2 位の
逆転を繰り返し、2020 年と 2021 年は、中国が首位と
なっている。2021 年の日本の輸出総額のうち中国の
占める割合は 22％で、2002 年から 19 年間で対中輸出
額は 4.1 倍に増加している。
　次に、サプライチェーンにおける中国に対する依存
度を測る観点から、日本、米国、EU の部品輸入額に
おいて中国が占める割合の推移を見ると（第Ⅱ-1-2-
23 図）、三か国・地域ともに 2000 年代は中国からの
部品輸入額の割合が急激に上昇していたものの、米国
では 2010 年代からほぼ同水準で推移した後に、2018
年の 21％をピークとして 2020 年には 15％まで低下し
た。ここ数年において、米国の部品輸入では、中国依

第Ⅱ-1-2-22 図　日本の貿易相手国の割合と貿易総額の推移

資料：Global Trade Atlas から作成。
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備考：英国を除く。
資料：Global Trade Atlas から作成。
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存度が抑えられてきている。一方、EU の部品輸入で
は、中国からの部品輸入額の割合が 2011 年の 27％ま
で上昇したしたものの、その後小幅に低下し、再び上
昇基調に転じており、2020 年には 28％を占めている。
日本の部品輸入では、2015 年まで EU と米国を上回
る高い割合で上昇しており、その後も高い水準を維持
し、2021 年に 37％となっている。欧州では、2021 年
5 月に欧州委員会から公表された「新産業戦略 2020
アップデート版」の中で中国依存の低減を掲げており、
日本でもサプライチェーンの強靱化を推進しているこ
とから、今後の中国をめぐるサプライチェーンの動向
に変化が生じる可能性がある。

（1）	米国と欧州における重要品目の輸入依存の分
析

　米中対立を始めとする地政学的状況の変化を受けて
課題となっていた特定国への生産拠点の集中度の高ま
りとサプライチェーンのぜい弱性が、新型コロナウイ
ルスの感染拡大によって、改めて浮き彫りとなった。
そのような状況において、2021 年、米国と EU は、
より多様で強靱なサプライチェーンを構築するため
に、サプライチェーンのぜい弱性に関する調査を政府
主導で実施した。
　米 国 で は、2021 年 2 月 に 署 名 さ れ た 大 統 領 令

（Executive Order 14017）に基づき、サプライチェー
ンのレジリエンスを強化するため重要品目（半導体、
大容量電池、重要鉱物・素材、医薬品）の調査が行わ
れ、同年 6 月に結果が報告された。同報告書 46 の中で、
重要品目に共通している米国のサプライチェーンぜい
弱性として、①米国内の生産能力不足（低賃金国との
競争による雇用損失）、②民間市場におけるインセン
ティブ不足と短期成果主義（利益は投資家に還元され
ることで研究開発に回らない）、③同盟国や競争国が
採用した産業政策の影響（他国での公的産業支援増
加）、④調達相手国の過度な集中、⑤国際協調の欠如（サ
プライチェーン関係国との外交的交渉の不足）の 5 点
が指摘された。安価な労働力と生産国の産業支援政策
の影響等により、サプライチェーンが一部地域に地理

的に集中した結果、特に先進的な電池や医薬品の原薬
の多くを中国に依存していることが判明し、米国のサ
プライチェーンのぜい弱性につながっていると結論づ
けた。
　欧州では、2021 年 5 月、相互依存関係から脱却し、
欧州委員会の目指す開かれた戦略的自律性を推進する
ため、「新産業戦略 2020 アップデート版（2020 New 
Industrial Strategy）47」が公表された。同レポート
では、5,200 の輸入品目のうち、137 品目は輸入依存
度が高く、その中で特にぜい弱である 34 品目（輸入
総額の 6％）は内外価格差が大きいため、輸入相手国
の分散と代替生産が特に困難であるとの結果が示され
た。また、輸入依存度が高い 137 品目のうち 52％が
中国に依存していることが判明した（第Ⅱ-1-2-24
図）。同レポートでは、新型コロナウイルスの感染拡
大や半導体不足問題をきっかけに、不測の事態が発生
した場合、特定国への過度な依存はサプライチェーン
の混乱につながるという認識が共有されたことから、
可能な限り調達先を多様化し、必要に応じて備蓄や自
律的行動を行うとされている。
　2020 年 9 月には、欧州の原材料における特定国へ
の依存を減らすため、「原材料アライアンス」が発足
され、さらに半導体、電池、水素等の戦略分野の「産
業アライアンス」の立ち上げ等が進められている。

2．サプライチェーンにおける特定国への依存の状況

第Ⅱ-1-2-23図　
日米 EUの部品輸入に占める中国の割合の推移

備考： 部品は、Broad Economic Categories（BEC）分類の 42- 資本財（輸送
用機器除く）の部品・付属品、53- 輸送用機器の部品・付属品の合計

資料：UN Comtrade Database から作成。
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46	 The White House（2021）　
47	 European Commission（2021）
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（2）日本における重要品目の輸入依存の分析
　日本について、地政学的状況の変化や新型コロナウ
イルスの感染拡大を踏まえて、特定国への生産拠点の
集中度やそれがもたらすサプライチェーンのぜい弱性
を把握するため、日本の重要品目等の輸入依存度を分
析する。なお、ロシアによるウクライナ侵略による影
響を踏まえた分析については、本書第Ⅰ部第 1 章第 1 
節「世界経済に対する地政学的不確実性の高まりと経
済リスク」で実施していることから、ここではそれ以
外の部分について取り扱う。
　欧州委員会の「新産業戦略 2020 アップデート版」
で用いられた分析手法を用いて、産業連関表における
鉱工業品、特に半導体、電池、レアメタル・レアアース、
医薬品の重要品目について、３つの指標（輸入依存度、
輸入品の国内代替生産可能度、ハーフィンダール・ハー
シュマン指数（HHI・輸入相手国への集中度）から日
本の対外依存度を見ていく（第Ⅱ-1-2-25 表、26 図）。
　鉱工業品の中で輸入依存度 48 が高い品目は、パソ
コンや携帯電話で、それぞれ 63.4％、94.1％となった。
輸入依存度は 50％を上回っており、国内生産より輸
入の方が多いことが示されている。また、国内代替可
能度 49 は、それぞれ 8.83 倍、114.83 倍と輸入額が輸
出額を大きく上回ることから、国内での代替可能性は
低いことが示されている。輸入相手国は、中国が大半
を占めている。この分析では、パソコンも携帯電話も
共に、完成品の輸入が中国に依存していることが示さ
れているが、バリューチェーンにおける中流工程の組
立ては、上流工程の製品設計・デザインや下流工程の
販売・アフターサービスに比べて付加価値が低くなる
ことから、費用の面で中国が選ばれていると推測され 資料：Global Trade Atlas のデータを基に経済産業省で作成。
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第Ⅱ-1-2-26 図　輸入相手国・地域

第Ⅱ-1-2-24図　
欧州の輸入依存度が高い137品目の国別内訳

資料： European Commission 「Updating the 2020 New Industrial Strategy: 
Building a stronger Single Market for Europe’s recovery」から作成。
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第Ⅱ-1-2-25表　
重要品目等の依存度、国内代替可能度

備考：  総務省によると、「その他非鉄金属地金」は、金地金、銀地金、白金
地金、パラジウム、ニッケル地金、 すず地金、コバルト地金、シリ
コン等が対象」とされている。

資料：Global Trade Atlas のデータを基に経済産業省で作成。

産業連関表の品目
国内生産額

（A）
（億円）

輸出額
（B)

（億円）

輸入額
（C)

（億円）

輸入依存度
C/(A+C)：

(％)

代替可能度
C/B：
( 倍）

パソコン 6,213 1,219 10,758 63.4 8.83
携帯電話 1,277 178 20,478 94.1 114.83

半導体素子 8,108 7,474 4,007 33.1 0.54 
集積回路 41,939 27,246 23,460 35.9 0.86 

電池 10,651 4,627 1,845 14.8 0.40 
その他の非鉄金属地金 (※) 14,066 9,528 11,888 45.8 1.25 

医薬品 70,370 5,919 28,548 28.9 4.82 

48	 輸入依存度（％）＝ 輸入額 ÷（国内生産額＋輸入額）× 100
49	 国内生産による代替可能度（倍）＝ 輸入額 ÷ 輸出額（数値が大きいほど国内生産での代替可能性が低くなることを示す）

第
１
章

第
Ⅱ
部

通商白書  2022 283

第２節経済安全保障とサプライチェーンの強靱化



る。このような付加価値の低い品目では、生産拠点の
多元化等による供給体制の強化の検討が求められるで
あろう。
　幅広い産業で欠かせない半導体関連品目では、半導
体素子の輸入依存度が 33.1%、代替可能度が 0.54 倍、
集積回路の輸入依存度が 35.9%、代替可能度が 0.86 倍、
電池の輸入依存度が 14.8%、代替可能度が 0.40 倍と
なっている。輸入依存度は 50％を下回っており、代
替可能度が 1 倍を下回っていることから、輸入依存度
と国内代替可能度の面においては、供給途絶リスクは
高い水準ではないものの、一定程度のリスクが示され
ている。もっとも、この後に説明する、ハーフィンダー
ル・ハーシュマン指数（HHI）が示す輸入相手国の集
中度にも注意する必要がある。
　生命の安全に直結する医薬品では、輸入依存度は
28.9％と低いものの、代替可能度が 4.82 倍と輸入額が
輸出額を大きく上回っており、国内代替生産が困難と
なっている。輸入相手国は品目により異なるが、アイ
ルランド、米国、ドイツ、スイス等から輸入されている。
　輸入依存度が高く、代替可能性が低い場合、輸入が
特定国に集中しているとさらなるリスクとなりうる。
　次に、ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）50

を用いて、輸入相手国への集中度を見ていく。HHI は、
最大値（＝ 100）に近いほど輸入相手国が少なく、
HHI が低いほど輸入相手国が多いことを示す。
　重要品目であるレアメタル、レアアースは、電気自
動車を始め様々な産業で欠かせない素材であり、デジ
タル社会を支える重要基盤にもなっている。レアメタ
ルとレアアースに該当する貿易品目の HHI を見ると、
輸入が少数の国に集中するものが多く、供給途絶リス
クの高さが示されている。
　HHI が高い値を示している品目をまとめると（第
Ⅱ-1-2-27 表）、携帯電話、ノートパソコンの HHI は
それぞれ 71.3、98.7 で高い値を示しており、輸入相手
国は中国が大半を占めている。半導体素子では光電性
半導体デバイス及び LED の HHI が 45.9 を示し、中
国からの輸入が突出している。集積回路のうちプロ
セッサー及びコントローラーと記憶素子の HHI はそ
れぞれ 36.0、38.8 となっており、台湾からの輸入が過
半数を占めている。重要品目の中でも HHI が高い値
を示す品目が多くあることから、輸入相手国の集中度

や輸入依存度が高く、国内生産代替可能性が低い重要
品目については、経済安全保障の観点から早期に国内
での供給体制整備や輸入相手国の多様化等の安定供給
確保に向けた対応が求められるといえる。
　また、我が国は、石油や天然ガスのほぼ全てを輸入
に依存しており、石油や天然ガスの安定供給確保のた
めには、我が国企業が直接その開発・生産に携わる海
外の上流権益確保と国内資源開発を通じた自主開発を
進めることが極めて重要である。特に、国内資源開発
は、地政学リスクに左右されず安定的なエネルギー供
給の確保が可能となることから、引き続きメタンハイ
ドレート 51 を含む国内資源開発を推進することが重
要である。このため、日本周辺海域に相当量の賦存が
期待されるメタンハイドレート について 2027 年度ま
でに、民間企業が主導する商業化に向けたプロジェク
トが開始されることを目指し、可能な限り早期に成果
が得られるよう技術開発等を推進している。

（3）サプライチェーンの地理的集中リスク
　サプライチェーンが地理的に集中することに伴うリ
スクは、国際産業連関表からも確認できる 52。自然災

第Ⅱ-1-2-27表　
ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）の高い主
な品目

資料：Global Trade Atlas のデータを基に経済産業省で作成。

品目
HHI

（2020 年の
輸入ベース）

ベリリウムの塊及び粉 　※金属 100

エフェドリンを含有するその他のもの　※漢方薬の成分 100

プソイドエフェドリンを含有するその他のもの　※医薬品の成分 100

焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 99

ノートパソコン 98.7

マグネシウムの含有量が全重量の 99.8％以上のマグネシウムの塊 96.1

タングステンの塊 　※レアメタル 95.8

モリブデンの塊　　 ※レアメタル 82.9

ニッケル・水素蓄電池 82.1

光学媒体（記録していないもの） 80.6

すず合金 75.9

携帯電話 71.3

ニッケルのマット 70.7

リチウム・イオン蓄電池 46.6

光電性半導体デバイス及び LED 45.9

消毒剤 45.4

記憶素子　　※集積回路 38.8

プロセッサー及びコントローラー　※集積回路　 36.0

50	 輸入相手の国数の集中度を計測する主要な指標。HHI ＝Σ（任意の国が占める輸入シェア）2 ÷ 100
51	 メタンと水が低温・高圧の状態で結晶化した物質。
52	 Inomata and Hanaka (2021)
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害リスクが大きい日本と、地政学的リスクが大きい中
国を対象国として、主要 6 産業（食料品（10T12）、
織物、衣類（13T15）、化学製品、医薬品（20T21）、
ICT、電子機器（26）、電気機器（27）、自動車（28））
について国際産業連関表を用いてグローバルサプライ
チェーンの地理的集中度を見ると、以下の散布図のよ
うになる（第Ⅱ-1-2-28 図）。ここでは、縦軸が対象
国（左：日本、右：中国）の産業を経由する頻度（頻
度の集中リスク）、横軸が付加価値源泉としての対象
国のシェア（数量の集中リスク）となっている。各国
のサプライチェーンは、日本に対して数量、頻度とも
に低い値に分布が固まって示されている一方、中国に
ついては、正の相関関係を示す右上の方向に分散して
おり、国、産業によっては数量、頻度ともに高い値も
示していることから、日本よりも中国に地理的にサプ
ライチェーンが集中していることが分かる。サプライ
チェーンの依存度を分析する場合、前の項目で見た輸
入依存度の観点からは、直接的な貿易取引における量
的リスクのみしか分からないが、国際産業連関表を用
いることで、量的集中リスクに加えて、長く複雑に構
築されたグローバルサプライチェーンの中で途中様々
な国を経由する頻度の集中リスクの二つの側面からよ
り実態に即した分析が可能となる。
　米国の ICT、電子機器分野（米国 _26）を見ると、
量的集中リスクは低い値を示す一方、頻度の集中リス

クは高い値を示している。これは、米国の ICT、電
子機器分野は、中国での付加価値依存度は低いものの、
頻度の集中の面からは部品加工の一部を中国で行う
等、非常に高い頻度で中国の産業を経由していること
を示している。数量的な付加価値集中の側面だけで見
た場合、サプライチェーンのリスクを過小評価してし
まう可能性があることから、グローバルサプライ
チェーンの経由国のサプライチェーン依存度も見てい
くことが有意義である。

（4）	サプライチェーン強靱化に向けた各国の取組
　サプライチェーンの混乱要因は、自然災害、地域紛
争、パンデミック、政情不安等多様化している。2020
年には、新型コロナウイルスの感染拡大により、マス
クやワクチン等の医療関係物資に関して供給途絶が生
じるなど、サプライチェーンのぜい弱性が世界各地で
顕現化したことから、各国において、生産拠点の集中
度が高く、サプライチェーンの途絶リスクが大きい重
要品目や、国民が健康な生活を営む上で欠かせない品
目について、リショアリング（海外移転した生産拠点
の国内回帰）も含めた国内生産拠点の整備と海外生産
拠点の多元化の両輪で、サプライチェーンの強靱化が
進められている。
　重要品目の中でも、特に半導体は、自動車、通信、
医療機器等の様々な分野で活用され、5G、ビッグデー

第Ⅱ-1-2-28 図　主要な製造業のグローバルサプライチェーンのリスクポジション（2018）

資料：Inomata and Hanaka (2021) から作成。
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タ、AI、IoT、ロボティクス等のデジタル社会を支え
る重要基盤であり、安全保障にも直結する重要な戦略
物資・技術であることから、世界各国で大規模な資金
を投入した生産基盤の強化が進められ、産業政策によ
る競争が展開されている。
　米国では、半導体産業の支援策として 1 件最大 3,000
億円規模の補助金や「多国間半導体セキュリティ基金」
の 設 置 を 含 む、 国 防 授 権 法（National Defense 
Authorization Act 2021、NDAA2021）が可決された。
米国内の半導体サプライチェーン強化を目指す
「CHIPS 法（Creating Helpful Incentives for the 
Production of Semiconductors（CHIPS）for America 
Act）」の規定に対し、半導体の生産や研究開発に 520
億ドルの大規模な予算を組み込む「米国イノベーショ
ン・競争法案」が上院で可決され、同内容を含む「ア
メリカ競争法」が下院で可決された。今後、上下両院
の合同委員会にて調整された統一法案が可決された
後、大統領署名を経て成立となる見込みである。
　欧州では、2030 年に向けたデジタル戦略が発表さ
れ、その中にデジタル移行（ロジック半導体、HPC・
量子コンピュータ、量子通信インフラ等）への 1,447
億ユーロ（約 18.8 兆円）の投資や、2030 年までに最
先端半導体製造の世界シェアを現在の 10% 程度から
20% 以上とする目標等が盛り込まれた。さらに、欧
州域内での最先端チップの製造も含めたエコシステム
の構築を目指す「新・欧州半導体法案」の制定が
2021 年 9 月に宣言され、2022 年 2 月に規則案が提出
された。
　中国では、2014 年と 2019 年に計約 5 兆円規模の「国
家集積回路産業投資基金」が設置されている。これに
加えて、各地方政府にも、計約 5 兆円を超える半導体
産業向けの基金が存在し、合計 10 兆円超の資金が半
導体関連技術に投じられていると見られる。
　日本では、半導体も含めたサプライチェーン途絶リ
スクが大きい重要品目や国民が健康的な生活を営む上
で不可欠な品目全体について、「サプライチェーン対
策のための国内投資促進事業費補助金」として、令和
2 年度第 1 次補正予算で 2,200 億円、第 3 次補正予算
で 2,108 億円、「海外サプライチェーン多元化支援事
業」として、令和 2 年度第 1 次補正予算で 235 億円、
第 3 次補正予算で 116.7 億円が確保された。さらに、
令和 3 年度補正予算では、「先端半導体の国内生産拠
点の確保」として 6,170 億円、「サプライチェーン上
不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事

業」として 470 億円と、大規模な予算が確保され、不
測の事態にも滞りなく経済活動、国民生活が継続でき
るような生産基盤の国内整備が進められている。同じ
く令和 3 年度補正予算において、「経済安全保障重要
技術育成プログラム」として、経済安全保障の確保・
強化のため、量子、AI 等の先端分野における重要技
術の研究開発から実証・実用化を迅速に促進する予算
として、2,500 億円規模の資金が確保された。
　また、2022 年 5 月に成立した経済安全保障推進法
（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確
保の推進に関する法律）の中では、国民の生存に必要
不可欠な又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠し
ている重要な物資等を特定重要物資に指定し、安定供
給確保を図るための規定が盛り込まれている。特定重
要物資として指定した物資については、当該物資の安
定的な供給を確保するために必要な生産基盤の整備、
供給源の多様化、生産技術の導入・開発・改良等の取
組を通じて安定供給確保を図るため、特定重要物資ご
とに施策の方向性及び支援対象となる取組の内容を定
めた取組方針を当該物資の所管大臣が定めることとな
る。その上で、取組方針を踏まえて、民間事業者が供
給確保計画を作成し、所管大臣による認定を受けた場
合、認定事業者は助成等の支援を受けることが可能と
なる。
　ロシアのウクライナ侵略により、ロシアからの輸入
依存度が高いエネルギーや資源などの戦略物資につい
てサプライチェーンの供給リスクへの認識がこれまで
以上に高まっていることを踏まえ、経済安全保障の観
点から早期に重要な物資の国内での供給体制整備や供
給源の多様化等の取組が求められる。

（5）	サプライチェーン強靱化に向けた有志国との
連携

　経済活動や国民生活への影響が大きい重要品目やぜ
い弱性が高い品目の生産拠点多元化のためには、価値
観を共有する有志国との連携が重要である。質の高い
サプライチェーンを確保するため、各国は、多国間で
の有志国連携の強化に取り組んでいる。
　例えば、2021 年 4 月には、インド太平洋地域にお
けるサプライチェーンの混乱に日豪印三か国で協力し
て対応するため、日豪印三か国の貿易大臣によって
SCRI（サプライチェーン強靱化イニシアティブ）が立
ち上げられた。2022 年 3 月には第二回の SCRI につ
いての日豪印貿易大臣会合が実施され、インド太平洋
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地域大のサプライチェーン原則を策定・促進すること、
三か国協力がサプライチェーン強靱化に貢献しうる主
要な産業分野を特定し、同分野への投資やビジネスを
促進していくこと、サプライチェーン強靱化に向けて
ベストプラクティス及び共同プロジェクトの促進・推
進のため、産業界及びアカデミアと協力していくこと

の重要性等が確認され、向こう約一年間日本が議長国
として SCRI を推進していくことが合意された。
　重要品目等の供給地の囲い込みや閉鎖的な経済体制
に進むのではなく、このように有志国と協力しながら、
開かれた供給体制を整備することが求められる。

　米中対立やロシアのウクライナ侵略等の地政学的リ
スクの顕在化によって安全保障リスクが高まる中、前
述したサプライチェーン依存の低減を始めとする重要
物資の確保の取組に加えて、安全保障上の重要技術の
保全・育成といった取組を通じた、経済構造の自律性
向上と、技術優位性の確保ひいては不可欠性の獲得を
目指す統合的な取組が重要性を増している。
　機微技術、特に軍事にも民生にも利用可能なデュア
ルユース技術は、民生サプライチェーンの存在と軍事
転用の可能性から、その流出は、安全保障上の脅威の
一つとなっている。特に、AI・量子・バイオ等の技
術については、開発の初期段階にあっても将来の軍事
技術体系を変える可能性がある。こうした新興技術や、
それを支える基盤技術については、その進展の著しさ
や保有主体の多様化により昨今その流出形態が多様

化・複雑化しており、アカデミアやベンチャー企業を
含む中小事業者における管理や、管理の機動性はその
重要性を一層増している。
　このような経済安全保障上の懸念から、機微技術・
新興技術及びこれら技術を用いて製造された製品に対
して、輸出管理や対内投資管理規制を強化する動きが
世界各国で拡大している（第Ⅱ-1-2-29 表）。

（1）主要国・地域の輸出管理制度
　機微技術・新興技術は、将来の国家の競争力を左右
する重要な技術であることから、国際平和を脅かすお
それのある国家やテロリスト等への流出を防ぎ、経済
安全保障を確保するため、各国において輸出管理制度
の強化を含めた様々な対策が進められている。ここで
は米国、欧州、中国、日本の輸出管理制度について、

3．機微・新興技術の発展と輸出管理・対内直接投資管理等による経済安全保障の推進 53

53	 角田 昌太郎（2021）

第Ⅱ-1-2-29 表　主要国・地域の輸出管理制度と対内直接投資制度の概要

資料：JETRO、各国政府公表資料等から作成。

日本 米国 欧州 中国 

輸出
管理

●外国為替及び外国貿易法（外為
法）に基本的枠組みを定め、リス
ト規制とキャッチオール規制によ
り輸出管理を行う。

● 2022 年 5 月からは、非居住者か
ら強い影響を受けている居住者への
規制対象技術の提供についても規制
の対象となることを明確化（みなし
輸出管理の運用明確化）。

● 2018 年 8 月から、輸出管理改
革法（ECRA）及びその下位規則
である輸出管理規則（EAR）により、
軍民両用貨物や機微度合いの高く
ない武器の輸出管理を行う。

● 2020 年 1 月には、「地理空間
画像分析の自動化ソフトウェア（AI
関連）」を新興技術として EAR の
中の規制品目リストに追加。

● 2021 年 9 月から、改正理事会
規則が施行。拡大する民生・軍事
両用のデュアルユース貨物、ソフ
トウェア、技術を対象に輸出規制
が強化。

●規制リストは、人権配慮の観点
から現在リストに掲載されていな
いものも追加で規制を導入すると
している。

● 2020 年 12 月に輸出管理法を
施行。

●デユアルユース貨物や軍用品、
核等リスト規制するとともに、リ
スト規制外であっても輸出者等が
国益等を害することを認識してい
る場合には規制対象となるキャッ
チオール規制も明記。

対内
直接
投資

●外国為替及び外国貿易法（外為
法）により規制。

● 2019 年改正では、事前届出対
象となる上場会社の株式取得の閾
値引き下げ（10％→ 1％）と、行
為時事前届出制度と事前届出免除
制度を新たに導入。

● 2018 年 8 月に外国投資リスク
審査現代化法（FIRRMA）が成立。

●新興技術や重要インフラに関す
る対内直接投資について、外国政
府の影響下にある投資家による投
資で、企業経営に影響を与えるも
のは新たに審査対象として追加。

● 2019 年 4 月に EU 初の対内直
接投資の審査規則が発効、翌年
2020 年 10 月に全面適用された。

●規制対象や審査基準、加盟国と
欧州委員会との連携方針等が示さ
れる。ただし加盟国共通の審査制
度の導入は強制せず、各国の判断。

● 2020 年 12 月に外商投資安全
審査弁法を公布。重要品目や機微
技術等の投資を規制している。

●外資系企業参入に関するネガ
ティブリストを毎年更新。外資企
業の投資を制限する分野を示す。
2022 年 1 月版では、12 分野 31
項目を規制。レアアース採掘、原
子力等が規制対象。
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経済安全保障の側面から概観する。
　米国では、2018 年 8 月に成立した輸出管理改革法

（Export Control Reform Act、以下 ECRA）によって、
軍民両用のデュアルユース貨物等の輸出管理が実施さ
れている。ECRA は、国防総省に予算権限を与える
2019 年会計年度国防授権法（NDAA2019）の一部と
し て 成 立 し て お り、ECRA の 中 で「新 興 技 術」
（emerging technologies） や「 基 盤 的 技 術 」
（foundational technologies）を追加することとして
いる。さらに、ECRA の下位規則である輸出管理規
則（Export Administration Regulations、 以 下
EAR）には、対象となる規制品目リスト（Commerce 
Control List 、CCL）やエンティティリスト（Entity 
List）等が含まれており、米国原産品等の輸出・再輸
出等が規制されている。ECRA では、商務省に対し
て「新興技術」と「基盤的技術」を指定するように定
めているが、2018 年に出されたパブリックコメント
において新興技術 14 分野 54 が例示された後は明確な
リスト化の動きはなかったところ、2020 年 1 月に、「地
理空間画像分析の自動化ソフトウェア（AI 関連）」が
新興技術として新たに CCL に追加され 55、2021 年に
は、「ブレイン・コンピュータ・インターフェイス
（BCI）」の追加についてのパブリックコメントが実
施された。
　エンティティリストは、国家安全保障・外交政策上
の利益を害する活動をした者（企業、研究機関、団体、
個人等を含む）を掲載しており、リスト掲載者に対し
て輸出する場合、事前に米国商務省に申請し許可を得
ることが必要となる。
　欧州では、規則において輸出管理体制を定めており、
規制対象は規則の付属書リストに掲載されている。
2021 年 9 月 に 施 行 さ れ た 改 正 規 則 No 2021/821
（Export Control Regulation）56 では、安全保障上の
リスクや新興技術に対応するため、民生・軍事両用の
デュアルユース貨物、ソフトウェア等の輸出規制が強
化された。規制対象リストは、情報セキュリティリス
クの拡大と、テクノロジーの急速な発展等に対応する
ために定期的に見直しがされており、人権配慮の観点
からも規制対象リストへの追加掲載が検討されている。

　また、欧州と米国は、技術、経済、貿易問題等に対
し協力して対処するための場として、米国 EU 貿易技
術評議会（TTC）を設置しており、2021 年 9 月に開
催された第一回会合 57 において、重要技術・新興技
術分野や輸出管理における協力を含めた共同声明を発
表している。
　中国では、2020 年 12 月から輸出管理法が施行され
ている。デュアルユース貨物や軍用品、核等やその関
連技術についてリスト規制をするとともに、リスト規
制外であっても輸出者等が国益等を害することを認識
している場合には規制対象となるキャッチオール規制
も明記されている。また、米国と同様に、みなし輸出・
再輸出規制を講じることが予定されている。輸出禁止・
制限技術リストには、「国家の安全と利益」を目的と
して、AI やソフトウェアセキュリティ関連が掲載さ
れているものの、規制対象品目の範囲が極めて不明確
であり、当局の裁量が大きいことに懸念の声が上がっ
ている。
　日本では、外国為替及び外国貿易法において輸出管
理の枠組みが定められている。具体的には、リスト規
制とキャッチオール規制の二つの規制があり、これら
の規制に該当する貨物の輸出や技術の提供は、事前申
請の上、経済産業大臣の許可が必要となる。リスト規
制は、国際輸出管理レジームにおいて輸出管理の対象
とすることに合意された内容が反映されており、先端
材料を含む軍事転用のおそれの高い機微な品目等が対
象となっている。キャッチオール規制は、リスト規制
に非該当であっても、用途や需要者が大量破壊兵器等
や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合
や、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受
けた場合に、その貨物の輸出又は技術の提供が対象と
なる。このうち、大量破壊兵器等の開発等に用いられ
るおそれがある需要者か否かを判断するための資料と
して、経済産業省は外国ユーザーリストを公表してお
り、輸出先又は技術提供先が外国ユーザーリストに該
当する場合には慎重な審査と、必要に応じて事前申請
の上で、経済産業大臣の許可が必要となる。また、企
業だけではなく、大学や研究機関での人的交流や共同
研究等による安全保障上の機微な技術の流出対策を強

54	（1）バイオテクノロジー、（2）人工知能（AI）・機械学習技術、（3）測位技術、（4）マイクロプロセッサー技術、（5）先端コンピューティ
ング技術、（6）データ分析技術、（7）量子情報・量子センシング技術、（8）輸送技術、（9）付加製造技術（3D プリンターなど）、（10）ロ
ボット工学、（11）ブレイン・コンピュータ・インターフェイス、（12）極超音速、（13）先端材料、（14）先進監視技術

55	 JETRO「米商務省、地理空間画像分析用の AI 技術を輸出管理対象に追加」、2020 年 1 月
56	 EU Commission 「Strengthened EU export control rules kick in」、2021 年 9 月
57	 EU Commission「 EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement」、2021 年 9 月
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化する観点から、2022 年 5 月から、居住者であって
も非居住者から強い影響を受けている場合には、当該
居住者に規制対象技術の提供をする場合には当該技術
提供が規制対象となる（いわゆる、みなし輸出管理の
運用明確化）等、輸出管理の見直しを行っている。

（2）主要国・地域の対内直接投資管理制度
　機微技術・新興技術の流出は、輸出管理だけでは防
ぐことはできない。近年では機微技術・新興技術獲得
を目的とした企業の買収・合併等の対内直接投資が増
加していることから、各国において対内直接投資管理
制度の強化が進められている。
　米国では、外国人による対内直接投資等を審査する
権限を有した省庁横断的組織として対米外国投資委員
会（CFIUS）が、米国の経済安全保障に及ぼす影響
を判断している。前述した 2018 年 8 月成立の 2019 年
会計年度国防授権法（NDAA2019）の一部として盛
り込まれた外国投資リスク審査現代化法（Foreign 
Investment Risk Review Modernization Act of 
2018、以下 FIRRMA）により、CFIUS の審査権限が
強化された。具体的には、新興技術や重要インフラに
関する対内直接投資について、外国政府の影響下にあ
る投資家による投資のうち、企業経営に影響を与える
ものは、新たに事前審査が義務化された。
　CFIUS の年次報告書 58 では、重要技術の研究、開発、
生産に携わる米国企業 59 に対する対内直接投資の国
別の件数が報告されている。重要技術は、輸出管理規
則（EAR）や規制品目リスト（CCL）で規制されて
いるものや、武器、原子力、特定毒物に関する技術と
定義されている。重要技術保有企業に対する買収の全
申請件数は、2018 年は 76 件、2019 年は 92 件、2020
年 122 件となっており、新型コロナウイルスの感染拡
大期にも関わらず、重要技術の保有企業に対する買収
件数は増加している。2020 年の買収件数を国別で見
ると（第Ⅱ-1-2-30 図）、日本の件数が最も多く、カ
ナダ、ドイツ、英国と続く。日本は、2018 年からの 3
年間で最も買収件数が多く、中国は、2018 年に日本、
カナダに続き 3 番目の投資国（8 件）であったが、
2019 年は 3 件と大幅に減少した。買収件数が少ない
ため一概にはいえないが、CFIUS の審査権限の強化

による影響がうかがえる。
　欧州では、2019 年 4 月に EU で初となる「対内直
接 投 資 の 審 査 に 関 す る 規 則 No 2019/452（the 
screening of foreign direct investments into the 
Union）」が発効し、2020 年 10 月に全面適用された。
この規則では、規制対象、審査基準、加盟国と欧州委
員会との連携方針等が示されているものの、共通審査
制度の導入は、加盟国に対して強制せず、各国の判断
に委ねられている。全面適用が開始された 2020 年 10
月から 2021 年 6 月末までの実績に関する報告書 60 が
2021 年月 11 月に公表されており、11 加盟国から 265
件の直接投資審査の通知があった。通知件数のうち
90％超は、オーストリア、フランス、ドイツ、イタリ
ア、スペインの五か国が占めており、このうち 36 件（通
知件数の 14％）が加盟国に影響がある等と判断され
て第二段階に進んだ。第二段階に進んだ案件を分野別
で見ると、製造が 50％を占めており、情報通信技術

（ICT）（17％）、金融（8％）と続く（第Ⅱ-1-2-31 図）。
2020 年 10 月から全面適用されたため、その推移を見
ることはできないが、投資元国別では、米国（45％）、
英国（9％）に続き、中国が第 3 位で約 8％と存在感
を示している。
　中国では、2020 年 12 月、国家発展改革委員会と商
務部が、外商投資法及び国家安全法に基づき、外資企
業が中国に投資する際の安全審査に関する「外商投資
安全審査弁法」を公布した。具体的には、「軍事関係、

第Ⅱ-1-2-30図　
米国の重要技術保有企業に対する買収
上位六か国の国別の件数（2018～2020年）
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資料：CFIUS 「Annual Report to Congress  - CY 2020」から作成。

58	 CFIUS （2021）
59	 重要技術の研究、開発、生産に携わる米国企業で、2008 年 11 月 21 日に連邦官報に掲載された 31 C.F.R. §800.209, Regulations Pertaining 

to Merg, Acquisitions, and Takeovers by Foreign Persons（「CFIUS 規制」）に規定されている。
60	 EU Commission （2021）
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国家の安全にかかわる重要な農産物、重要なエネル
ギーと資源、重大な装備製造、重要なインフラ、重要
な運輸サービス、重要な文化製品とサービス、重要な
情報技術とインターネット製品・サービス、重要な金
融サービス、鍵となる技術及びその他の重要な分野」
と規定されている。規制対象に機微技術・新興技術が
含まれていることから、これらの技術の流出防止が意
図されている。対象となった場合、国家発展改革委員
会への事前の申請が義務となっており、審査が実施さ
れた上で、国家の安全に影響を及ぼすおそれがない場
合に中国への対内直接投資が許可される。
　また、外資系企業参入に関するネガティブリストが
毎年更新されており、外資企業の投資を制限・禁止す
る分野が示されている。2022 年 1 月から施行された
リストでは、12 分野 31 項目が規制対象となっており、
2021 年と比べると、完成車の製造等の市場が開放さ
れたものの、引き続き原子力発電所の建設・経営等が
規制されている。
　日本では、外国為替及び外国貿易法（外為法）によ
り対内直接投資が規制されている。主要国の規制強化
の流れを受けて、日本でも機微技術・新興技術の流出
のおそれがある対内直接投資に対して適切に規制が見
直されてきた。2017 年の改正では、無届けで対内直
接投資を行った外国投資家に対して株式売却の行政命
令を行うことができる事後措置命令の導入等や、国の
安全を損なうおそれが大きい業種について、外国投資
家による他の外国投資家からの非上場株式の取得を事
前届出対象に追加する等の見直しを実施した。2019
年の改正では、事前届の対象となる上場会社の株式取
得の閾値を引き下げる（10％→ 1％）とともに、行為

時事前届出制度と事前届出免除制度を新たに導入し、
外国投資家が一定の基準を遵守することを前提に、株
式取得時の事前届出を免除し、事後報告のみによる投
資を可能とした。財務省が 2021 年 7 月に公表した「対
内直接投資等に関する事前届出件数等について」61 に
よると、2019 年の改正により、2020 年度は取得時事
前届出の件数は減少し、新たに導入された行為時事前
届出の 731 件を加え、全体の件数は 2,171 件と前年比
で約 11％増となった（第Ⅱ-1-2-32 図）。分野別では、
2018 年度までは武器等、インフラ関連、その他がそ
れぞれ 3 割程度を占めていたが、2020 年度は、前年
度に新たに加わったサイバーセキュリティ関連業種
（情報処理サービス業、ソフトウェア業、集積回路製
造業、半導体メモリメディア製造業等）が 66% を占
めている（第Ⅱ-1-2-33 図）。
　外為法に基づく株式取得中止勧告が出された案件と
しては、2008 年に英国の投資ファンドであるザ・チ

第Ⅱ-1-2-32図　
日本の上場会社の株式取得に係る事前届出件数の推移

資料： 財務省国際局調査課 「対内直接投資等に関する事前届出件数等につ
いて」から作成。
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資料： EU Commission 「First Annual Report on the screening of foreign direct investments into the Union」から作成。
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61	 財務省国際局調査課（2021）
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ルドレンズ・インベストメント・マスターファンド
（TCI ファンド）による電源開発株式会社の株式取
得の例がある。この案件では、電気事業は電気の安定
供給の維持、日本の原子力政策への影響、公の秩序維
持を妨げるおそれ等があるとして、外為法に基づいて
初めての勧告がなされた。これまでに勧告はこの 1 件
のみであるものの、直接投資規制の中止勧告の体制が
整えられていることは抑止力にもつながるため、いつ
でも発動しうる備えをしておくことは重要である。
　経済安全保障の観点から、規制強化の動きが拡大し
ているが、経済安全保障の懸念を超えて、経済活動に
対して不公正な影響を及ぼすことがないよう、各国政
府による規制の整備には留意が必要である。

（3）経済安全保障推進のための総合的な取組
　米国を始めとする主要国では、大学や研究機関での
人的交流や共同研究等による機微技術・新興技術の流
出の懸念の顕在化に対して対策が講じられてきてい
る。例えば、米国では 2019 年に、ある大学教授が、
複数の中国の研究機関との契約について当局に報告し
なかったことから起訴されたほか、別の大学教授が、
中国政府が優秀な研究者を招へいする「千人計画」へ
の参加の事実を隠して虚偽申請を行い、不正に補助金
を受領したとして起訴されるなど、相次いで起訴事例
が発生している。これを受けて、米国国立科学財団
（NSF）は、申請書類及び手続を変更し、透明性・情
報開示の重要性を明確化している。日本でも、こうし
た研究の国際化やオープン化に伴う新しいリスクに対
応するとともに、他国との交流や協力関係も重視しな
がら、国際的に信頼性のある研究環境を構築するため

に、研究機関等に透明性と説明責任を求める「研究イ
ンテグリティ」の確保に向けた方針が 2021 年 4 月に
公表された。具体的には、①研究者自身による研究活
動等の適切な情報開示、②大学・研究機関の人事・リ
スク管理のためのマネジメント強化、③研究資金配分
機関等において情報の提出を求めることが対応方針と
して示されており、研究機関等における経済安全保障
の確保が強化され、機微技術・新興技術の流出防止を
推進している。
　さらに、2022 年 5 月には、経済安全保障推進法（経
済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の
推進に関する法律）が可決、成立した。この法律は、
安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的
に推進することを目的としており、安全保障に関する
経済施策として、①重要物資の安定的な供給の確保の
ためのサプライチェーン強靱化、②基幹インフラ役務
の安定的な提供確保、③先端的な重要技術の開発支援、
④特許出願の非公開化の四つを定めている。この法律
によって、新たに先端的な重要技術の研究開発を促進
させるとともに、情報提供や資金支援、官民伴走支援
のための協議会設置、調査研究業務の委託等を措置す
る。また、安全保障上極めて機微な発明が含まれる特
許出願については、公開や流出を防止するとともに、
安全保障を損なわずに特許法上の権利を得られるよう
にするために、保全指定をして出願公開等の手続を留
保する仕組みや外国出願制限等を規定している。前述
した輸出管理や直接投資管理だけでなく、この法律に
よる措置に加え、先端的な重要技術の研究開発の促進
及びその成果の適切な活用により、経済安全保障がよ
り一層推進されることが期待される。

第Ⅱ-1-2-33 図　日本の上場会社の株式取得に係る取得時事前届出の業種別割合

資料：財務省国際局調査課 「対内直接投資等に関する事前届出件数等について」から作成。
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（1）主要国による最近の措置
　近年、グローバル化と情報通信技術の発展により、
国境を越えたグローバルサプライチェーンや金融・情
報通信ネットワークが世界中に構築されている。これ
に伴い、世界各国の相互依存関係が形成され、国際秩
序の安定に寄与している。他方、強まった相互依存関
係のネットワーク構造において、貿易・投資・金融面
で、そのような相互依存関係を前提とした様々な措置
がとられてきている。
　米国では、トランプ前大統領が 2018 年 3 月、1974
年通商法 301 条による中国に対する追加関税措置を発
動することを決定した。1974 年通商法 301 条では、
不公正な貿易により通商協定における米国の権利が侵
害される場合、WTO 等の国際ルールに基づく紛争解
決手続を経ず、米国のみの判断に基づき、相手国に対
し関税引上げや輸入数量制限等の一方的な貿易制裁措
置を課すことができる。中国の産品に対する追加関税
措置発動の決定は、中国による知的財産や技術の移転
に関して中国政府が介入しているとの調査結果を受け
たもので、これ以降、米国と中国で貿易制裁措置の発
動が続いたものの、2020 年 1 月には米中経済貿易協
定（第一段階）に合意した。新型コロナウイルス感染
拡大の影響で世界経済が落ち込む中、中国としては合
意内容の履行に努めたとしているが、米国は、中国が
合意内容の 6 割程度しか米国産品を輸入していないと
主張している 62。その後、2021 年 1 月に就任したバ
イデン政権は、中国人民解放軍と関連する中国企業等
への投資を禁止する大統領令に署名するなど、基本的
に中国に対する厳しい措置を維持している。
　米国では、歴史的に一方的措置の発動件数が多いが、
その要因としては、貿易自由化による輸入急増が米国
の国内産業に与える損害に対して迅速に対応するた
め、強い権限を与えてきたこと等が挙げられる。
　WTO を設立するマラケシュ協定附属書二（紛争解
決に係る規則及び手続に関する了解）第二十三条（多
角的体制の強化） は、WTO 協定上の利益が害された
か否かの判断について紛争解決手続によることなく、
一方的に是正を求めるための措置を発動することを明
示的に禁止している。もっとも、2019 年以降、紛争

処理を担う WTO 上級委員会が委員任期満了や退任
により機能していない状態に陥っているため、WTO
紛争解決機関において、機能していない上級委員会に
上訴することによって、パネルによる判断が確定せず
塩漬けとなるケースが複数累積している。このような
WTO 紛争解決機関の機能不全が続けば、一方的措置
を含むルール不整合な措置に対して十分に対応できな
くなることが懸念される。
　さらに、米国は、域外適用にも積極的な姿勢を見せ
ている。通常、立法管轄権の範囲は、国内の法律の適
用範囲は自国内のみにとどまり、国外には及ぶもので
はないという属地主義の考え方に基づいている。公正
かつ自由な競争の実現のため、競争法においては従来
から属地主義を拡張した効果理論の考え方による域外
適用が指摘されていた。例えば、米国の 1979 年輸出
管理法 63 では、米国原産品の再輸出や米国原産品だ
けではなく米国産部品等が一定割合使用された海外産
の製品も規制対象となっており、同法に代わり 2018
年に制定された米国輸出管理改革法においても同様に
再輸出を含めて規制されている。1997 年に制定され
た米国海外腐敗防止法は、外国の公務員への贈賄行為
を規制する法律であるが、米国外で起きた贈賄行為で
あっても米国子会社が関係している場合や、米ドルに
よる送金で支払いされた場合等も米国が関連した行為
とみなされ多数の摘発が行われている。このように、
米国による域外適用の範囲は拡大し、適用頻度が活発
化している。

（2）対抗措置にかかる法整備
　中国は、法律の下位の規則として、2020 年 9 月「信
頼できない実体リスト」、2020 年 12 月「輸出管理法」、
2021 年 1 月「外国の法律と措置の不当な域外適用を
阻止する弁法」等を相次いで施行した。2021 年 6 月
には、これまでの規則より上位に位置付けられ、国家
が制定する法律である「反外国制裁法」が施行され、
同法に基づき中国当局者等に対する米国の制裁措置に
対応して、米国の個人、政府機関、企業に対する制裁
措置が累次発表されてきた。
　欧州では、第三国からの経済的威圧を念頭に、2021

4．貿易・投資・金融面での措置を巡る動向

62	 Peterson Institute for International Economics「US-China phase one tracker: China’s purchases of US goods」、2022 年 3 月
63	 上原有紀子（2022）
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年 12 月に対抗措置を可能とする規則案を公表した 64。
EU の利益を保護するために WTO の承認を経ずに独
自に関税引上げや資金支援の停止等の対抗措置を可能
とする内容で、第三国の一方的な威圧的措置を抑制す
ることを主な目的としている。ここでは、第一段階と
しては対話を通じて措置の解消を目指し、対抗措置は
最終手段とすることが想定されている。この規則案に
ついては、今後 EU 理事会と欧州議会にて審議が予定
されている。

（3）日本の企業への影響
　こうした状況の下、日本の産業界からは懸念の声が
示されている。2020 年 11 月に一般財団法人安全保障
貿易情報センター（CISTEC）、一般社団法人日本経
済団体連合会、日本商工会議所等の業界団体は、連名
で経済産業省に対して中国及び米国の域外適用に関す
る要望書を提出した（第Ⅱ-1-2-34 表）。要望書では、
米国、中国の輸出管理規制の強化の流れの中で、過剰
な域外適用や報復措置等の抑制のために政府間の働き
かけを求め、過剰な規制により、予見可能性や法的安
定性が著しく欠けた状態になり、ビジネス活動の委縮
につながるという懸念が表明されている。
　梶山経済産業大臣（当時）は、2020 年 11 月 17 日

の閣議後記者会見の中で、経済産業省としては産業界
との対話を進めるとともに、各社に各国の規制状況を
踏まえたリスクの把握等を求め、規制以上に過度に委
縮しないように喚起した。また、政府が収集した詳細
情報の積極的かつタイムリーな発信と、米中始め他国
においてサプライチェーンの不当な分断がある場合に
は、経産省が前面に立って支援する旨を表明した。
　日本機械輸出組合を事務局とする貿易・投資円滑化
ビジネス協議会が 2021 年 12 月に公表した調査 65 で
は、米国、中国での貿易上の問題点として、「中国輸
出管理法の運用が不透明。規制の域外適用などが含ま
れるが、国際輸出管理レジーム合意に基づき、その原
則に即しバランスのとれた制度・運用の必要性」があ
り、「輸出管理改革法（ECRA）や外国投資リスク審
査近代法（FIRRMA）の規制等について、米中両国
と取引のある日本企業も対象」となっており、「米国
の EAR 規制の対象顧客が日に日に増しており、市場
が狭まっている」等という懸念の声が示されている。
　突然の域外適用は予見性が低く、企業の事業環境が
不安定化し経済活動の委縮へとつながることから、不
公正な影響を及ぼすような過剰な域外適用の動きには
注視していく必要がある。

第Ⅱ-1-2-34 表　「中国及び米国の域外適用規制について」の要請書骨子

中国及び米国の域外適用規制について
１．中国輸出管理法及び関連規制について
（１）域外適用の抑止

①  再輸出規制について（第 45 条）
②  輸出先の最終用途・需要者確認のための調査について（第 17 条）
③  外国組織・人に対する域外適用による責任追及条項について（第 44 条）

（２）産業政策的規制の抑止
①  「国家の利益」の観点の追加について（第 2 条、第 9 条、第 10 条、第 12 条等）
②  リスト規制対象となる管理品目について（第 9 条）

（３）報復措置の抑止 
①  報復条項の復活について（第 48 条）
②  「信頼できない主体リスト」制度の導入について

（４）十分な準備期間の確保 

２. 米国の直接製品規制の拡大について 

【要望書提出団体】
（一財）安全保障貿易情報センター（CISTEC）、（一社）日本経済団体連合会、日本商工会議所 (JCCI)、

日本機械輸出組合（JMC）、（一社）日本貿易会（JFTC）、（一社）電子情報技術産業協会（JEITA）、
（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA） 、（一社）情報通信ネットワーク産業協
会（CIAJ)、（一社）日本化学品輸出入協会（JCEIA） 、（一社）日本化学工業協会（JCIA）

64	 European Commission Press release 「EU strengthens protection against economic coercion」2021 年 12 月
65	 貿易・投資円滑化ビジネス協議会（2021）（事務局：日本機械輸出組合）「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」、2021 年 11 月
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